様式第３号

選　定　調　書
（要領第７の（１）のアに係るあっせんの場合）

　　年　　月　　日

北見市第○農業委員会会長　　　　　　　　

1. あっせん対象
	申出年月日
	　年　　月　　日
	申　出　区　分
	売買・貸借・交換・その他（　　）※

	申出者氏名
	
	申出者住所
	

	申 出 土 地 の 所 在
	地　　　目
	面　　　　積（㎡）

	北見市
	
	

	〃
	
	

	〃
	
	

	〃
	
	



２．農地移動適正化あっせん事業の対象として、不適正な事実の有無
	無　　　有
	①（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）※



３．相手方の選定②
（１）
	相手方候補者
の氏名
	住　　　所
	名簿登録年月日
	名簿登録番号③
	あっせん順位④

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



（２）相手方たるべき者のあっせん基準への適合についての判定（適・不適※）
　　　（別紙小表）
４．相手方たるべき者の選定の経過⑤
	



様式第３号

選　定　調　書
（要領第７の（１）のイに係るあっせんの場合）

　　年　　月　　日

北見市第○農業委員会会長　　　　　　　　

1. あっせん対象
	申出年月日
	　　　年　　月　　日
	申　出　区　分
	売買・貸借・交換・その他（　）※

	申出者氏名
	
	申出者住所
	

	譲受等の希望の内容
	地　目
	面　積㎡
	名簿登録年月日
	名簿登録番号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



２．相手方の選定
　（１）
	譲渡等候補者の氏名
	住　　　所
	あっせん対象土地の内容
	備　　　考

	
	
	地　　目
	面　　積㎡
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



　（２）申出者のあっせん基準への適合についての判定（適・不適※）
　　　　（別紙小表）
３．相手方たるべき者の選定の経過②
	




様式第３号

選　定　調　書
（要領第７の（１）のウに係るあっせんの場合）

　　年　　月　　日

北見市第○農業委員会会長　　　　　　　　

1. あっせん対象
	農業委員会があっせん
を必要と認めた年月日
	　　　年　　月　　日
	あっせん区分
	売買、貸借
交換、その他
（　　　　）※

	あっせん対象者氏名
（権利取得者）
	
	住所
	

	あっせん対象者氏名
（権利譲渡者）
	
	住所
	

	あっせん対象
農地の所在
	所　　　在
	地　　　目
	面　　　積㎡

	
	
	
	

	
	
	
	



２．権利を取得すべき者のあっせん基準への適合についての判定（適・不適※）
（別紙小表）

３．本件あっせんを必要と認めるに至った経過①
	










別紙小表　※（要領第７の（１）のアに係るあっせんの場合、同イに係るあっせんの場合、及び同ウに係るあっせんの場合）

	
	あっせん基準
	相手方候補者
等　氏　名
	相手方候補者
等　氏　名
	相手方候補者
等　氏　名

	①
	ア　その農業経営における当該農用地等に権利取得後の経営面積（農業生産法人にあっては、その経営面積をその常時従事者たる構成員に属する世帯の数で除した面積。養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に係る施設の用に供される土地にあっては、飼養規模。以下同じ。）が、別に定める場合を除き、当該地域における作目及び経営形態別に当該地域における農家の平均経営面積以上で、農業委員会が定める基準面積（養豚経営、養鶏経営又は肉用牛肥育経営に係る施設の用に供される土地にあっては、基準飼養規模。以下同じ。）を超えるものであること。
	
	
	

	②
	イ　その農業経営の資本装備が、農用地等の効率的利用の観点からみて適当な水準であるか、又は近く適当水準になる見込みがあると認められること。
	
	
	

	③
	ウ　その者が取得する農用地等を農業振興地域整備計画に定める農用地利用計画に従って利用することが確実であると認められること。
	
	
	

	④
	農業振興地域整備計画において育成しようとする作目及び農業経営の形態に対応して必要と認められる要件
	
	
	

	⑤
	その他農業委員会で定めている要件（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
	
	
	

	⑥
	農業基盤整備事業、経営体育成支援事業等との関連上必要と認められる事項については、当該地域の農業者の大多数の意思に基づいて実施される農業振興施策等がある場合であって、この農業振興施策との関連において（１）、（２）及び（３）のあっせん基準にかかわらず特別の基準によりあっせんする必要があると認められる場合の特別の基準(　　　　　　　　　　　)
	
	
	

	⑦
	順　　位
	
	
	





（記載注意）
1. ※欄は該当のものを○で囲むこと。
1. 要領第７の（１）のアに係るあっせんの場合
1. （　　　）内には、要領第７の（２）に掲げられているような事実を具体的に記すること。
1. 相手方候補者を１名以上選定すること。（要領第７の（３））
1. 新規就農希望者については、農業を営んでいる者と明確に区別すること。
要すれば、等により整理すること。
また、認定農業者については、他の者と明確に区別すること。要すれば、等により整理すること。
1. 要領第４の（３）に基づき決定された順位を書くこと。
1. 要領第７の（３）及び同第４の（３）に基づく相手方となるべき者の選定の経緯等の概要を書くこと。
（同第７の（１）のイに係るあっせんの場合）
1･････ 新規就農希望者については、農業を営んでいる者と明確に区別すること。
要すれば、等により整理すること。
また、認定農業者については他の者と明確に区別すること。要すれば、等により整理すること。
2･････ 相手方たるべき者を選定した経緯等の概要を書くこと。
（同第７の（１）のウに係るあっせんの場合）
1･････ 要領第７の（１）のウに係るあっせんを行うに至った経緯等の概要（関連あっせんとの関係等）を書くこと。
1. （別紙小表）については、要領第７の（１）のアに係るあっせんの場合には、当該あっせんに係る権利譲渡の相手方候補者について、同第７の（１）のイに係るあっせんの場合には、当該あっせんの申出者について、同第７の（１）のウの場合には当該あっせんに係る権利取得者について、それぞれ、①～⑥までの当該要件に適合する場合は○、不適合の場合は×をつけ、不適合の場合で特記を要するときは、（　　　）内にその理由を書くこと。
なお、「相手方候補者等氏名」の記載に際し、当該候補者等が認定農業者である場合には、他の者と明確に区別すること。要すれば、等により整理すること。
また、⑦には、要領第７の（１）のアに係るあっせんの場合の候補者の順位を書くこと。
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